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認定を受けた日から同日の翌日以降3年(※)を経過する日までに､特定業務施設の用に供する減価償却資産
を新設または増設し、事業の用に供すること。
（※）令和4年3月31日以前に事業の用に供した場合は2年。

①本人の財産が災害により被害を受けたとき、又は盗難にあったとき
②本人若しくは本人の家族が病気にかかったとき、又は負傷したとき
③事業を廃止又は休止したとき並びに事業が著しい損失を受けたとき
新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の特例については、令和3年2月1日までに納期限が到来す
る地方税が対象となっていましたが、引き続き、感染症の影響により納税が困難な場合は、納税の猶予を受け
ることができますので、県税事務所にお問い合わせください。

　天災その他により著しく資力を喪失して納税が困難な場合など、申請により次の県税について減額又は免除さ
れることがあります。

（※2）「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」
　　  のいずれかを有する事務所、または研究所もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所のことをいいます。

上記

上記

上記②の減価償却資産の取得価格の合計額が3,800万円以上（租税特別措置法における中小企業者等に
あっては1,900万円以上）であること。
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各申請書は県税事務所の窓口に設置しているほか、福岡県のホームページでもダウンロードできます。

・代理人の方は、委任状または代理権授与通知書
・領収書（納税後すぐに申請する場合）
・証明書が必要な方のマイナンバーに係る番号確認書類
・窓口に来られる方の写真付本人確認書類

・ 窓口に来られる方の写真付本人確認書類



※クレジットカードを利用した納付に係る決済手数料は、納付額によって変わります。

Diners Club



令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間は、年2.4％（延滞金特例基準割合（1.4％）＋１％）
となります。

令和３年１月１日から令和３年１２月３１日までの間は、年8.8％（延滞金特例基準割合（1.5%）+7.3%）、
令和4年１月１日から令和4年１２月３１日までの間は、年8.7％（延滞金特例基準割合（1.4%）+7.3%）
となります。
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　加算金は、個人県民税の分離課税に係る所得割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、
県民税利子割、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税（環境性能割）、軽油
引取税、産業廃棄物税および宿泊税についてかかりますが、その内容には 3 種類があります。


